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 令和７年度第２回袖ケ浦市廃棄物減量等推進審議会議事録 

 

１ 開催日時  令和７年９月３０日 午後２時００分開会、午後３時１０分閉会 

 

２ 開催場所  袖ケ浦クリーンセンター ２階研修室 

 

３ 出席委員 

会 長 工藤 智子 委 員 苅込 祥智 

副会長 大橋 正明 委 員 戸枝 聖子 

委 員 尾髙 悟 委 員 木村 幸男 

委 員 大熊 賢滋 委 員 猿渡 由枝 

委 員 浅田 安則 委 員 中山 朝子 

委 員 鈴木 英一 委 員 西山 朋子 

 （欠席委員） 

委 員 齋藤 麻依子 

 

４ 出席職員 

環 境 経 済 部 長 平野 剛志 
廃棄物対策課副課長 

［一般廃棄物班長］ 
根本 吉晴 

環境経済部次長 

［環境管理課長］ 
神子 正利 

廃棄物対策課 

一般廃棄物班 主査 
重城 一輝 

廃棄物対策課長 飯野 芳樹  

 

５ 出席関係人（袖ケ浦市一般廃棄物処理基本計画策定業務委託受託業者） 

株式会社環境技研

コンサルタント 

石田 佳子 

松本 祐太 

菅原 千春 

 

６ 傍聴定員と傍聴人数 

傍聴定員 ３人 傍聴人数 １人 

 

７ 次第 

 （１）開会 

（２）会長挨拶 

（３）議事 

  ①袖ケ浦市一般廃棄物処理基本計画の見直しについて 
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  ②その他 

（４）閉会 

 

８ 議事 

（１）開会 

     本日の会議について、齋藤委員が欠席であるが、袖ケ浦市廃棄物減量

等推進審議会規則第３条第２項の規定による定足数に達しているため、

会議が成立していることを報告した。 

次に、袖ケ浦市附属機関等の会議の公開に関する要綱の規定に基づき

会議を公開することになっており、傍聴の申出があったこと、議事録の

作成に当たり、会議を録音させていただくことを報告した。 

 

（２）会長挨拶 

     工藤会長より挨拶 

 

（３）議事 

工藤会長   それでは、ただいまより私が議長となりまして議事を進行させて

いただきます。 

       お手元の会議次第をご覧ください。 

本日の議題は２件でございます。議題（１）は袖ケ浦市一般廃棄

物処理基本計画の見直しについて、議題（２）はその他となってお

ります。 

それではまず初めに、議題（１）の袖ケ浦市一般廃棄物処理基本

計画の見直しについて、事務局の説明を求めます。 

 

根本副課長  （袖ケ浦市廃棄物減量等推進審議会規則第５条の規定に基づき、

関係者として袖ケ浦市一般廃棄物処理基本計画策定業務委託

の受託業者である株式会社環境技研コンサルタント社員の会

議への出席について承認を求め、異議なく了承された。） 

（関係者入室・着席） 

（資料に基づき説明） 

 

工藤会長   事務局の説明が終了いたしました。 

       これより質疑をお受けいたします。委員の皆様から何かございま

すでしょうか。 

       不明な点、こういった項目はどうなっているのか、または、こう

いった視点も必要ではないかなど、ご意見がございましたらお願い
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いたします。 

 

大熊委員   資料７ページの食品ロスの種類に関して、調理時に皮を厚く剥き

すぎるなどによる過剰除去とあります。 

日本の食品ロスの統計には食材として使うことができない部分、

例えば、野菜のへたであったり、魚の内臓や鱗といった部分も統計

に含まれている。一方で、ヨーロッパなどの諸外国では、食材とし

て使うことができない部分は統計から除外しており、日本と諸外国

とで統計の取り方が違うという話をお聞きしました。 

日本は食品ロスが多いと喧伝されておりますが、諸外国と比べて

多くない、むしろ少ないぐらいだという話を聞いたのですが、日本

と諸外国とで、統計の取り方が違うというのは正しいのでしょうか。 

 

石田関係人  統計の取り方が異なっているという情報は得ておりません。統計

の件に関しましては勉強させていただきたいと思います。 

 

工藤会長   その他、ご質問等はございませんでしょうか。 

 

大橋副会長  資料２ページに家庭系ごみは事業系ごみの３倍程度多く排出され

ていると記載されています。その対策としてごみ袋の有料化が行わ

れたと思いますが、その状況を教えていただけますでしょうか。 

 

根本副課長  ご指摘のとおり、本市ではごみ袋の有料化制度をとっておりまし

て、燃せるごみと燃せないごみについては指定袋で排出していただ

く形としております。 

 

大橋副会長  有料化による効果はどのようなものだったのでしょうか。 

 

根本副課長  ただいま手元に資料がなく、正確なところはお答えすることがで

きません。大変申し訳ございません。 

 

大橋副会長  袖ケ浦市のごみ袋は他市と比べてかなり安く、他市から家庭ごみ

が持ち込まれているのではないかという意見があったと思いますが、

その実態というのはどうなのでしょうか。 

 

根本副課長  本市のごみ袋の手数料は近隣市と比較して安く設定されておりま

す。 
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近隣市にお住まいの方が、本市のごみ袋にごみを入れて、本市の

ごみステーションに排出しているというお声を聞くことはございま

すが、実態として把握しているわけではございません。 

 

大橋副会長  以前、ごみ袋を値上げしてはどうかという話もあったのですが、

その点はどうなっているのでしょうか。 

 

根本副課長  その件に関しましては、恐れ入りますが資料の５ページをご覧く

ださい。 

現計画の№４、改定計画の№４で、家庭系ごみ処理手数料の見直

しということで、これまでも手数料の見直しについて検討を進めて

まいりました。改定計画においても、№６のごみ収集日の見直し等

とあわせて、引き続き、検討を進めていきたいと考えております。 

 

工藤会長   他にご意見、ご質問等はございませんでしょうか。 

 

木村委員   前回の会議で、プラスチックリサイクルモデル実証事業の対象地

区の住民にアンケート調査を実施したと伺いましたが、その結果は

どのようなものだったのでしょうか。 

 

根本副課長  本年６月、市内３地区でプラスチックリサイクルモデル実証事業

を１ケ月間実施いたしまして、その後、３地区の住民の皆様にアン

ケート調査を実施いたしました。 

アンケート結果を含めた、モデル実証事業の実施結果につきまし

ては、次回以降の会議でご説明をさせていただきたいと考えており

ます。 

 

工藤会長   現在、取りまとめ中ということでしょうか。 

 

根本副課長  そのとおりでございます。 

 

工藤会長   他にご質問、ご意見等はございませんでしょうか。 

 

尾髙委員   資料５ページ、改定計画の№２１・適正分別の周知徹底に関して、

リチウムイオン電池等による発火事故が全国的に問題化していると

いうことで新たに位置付けるとのことですが、今現在、具体的に何

か対策は講じられているのでしょうか。 
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根本副課長  粗大ごみ処理施設において、搬入されたごみの中にリチウムイオ

ン電池等が紛れ込んでいないか、選別作業を実施しております。 

また、明日１０月１日から、リチウムイオン電池等の試験的な回

収ということで、市役所本庁舎と市民会館を除く４つの交流センタ

ーにおいてリチウムイオン電池等の拠点回収を実施することとして

おります。 

 

工藤会長   拠点回収の件は周知されているのでしょうか。 

 

根本副課長  ９月１日に広報そでがうらごみ減量特集号を発行し、周知をいた

しました。また、市公式ホームページにも記事を掲載しております。 

 

尾髙委員   全国的にリチウムイオン電池等に起因する発火事故が多発してい

るということを受けて、国から全国の自治体に通知がされたという

報道がございました。 

国からこういうことを実施しなさいというような指示が来ている

のかどうか、指示が来ているのであれば、その内容について伺いま

す。 

 

根本副課長  本年４月、環境省からリチウムイオン電池等の回収について、市

町村の責任において実施するようにという内容の通知が出ておりま

す。 

現状、リチウムイオン電池等はごみステーションに出すことがで

きない、市では収集しない品目となっておりますが、ごみステーシ

ョンでの回収に移行できるかどうかといったところを検討している

ところでございます。 

 

尾髙委員   本市の施設において発火事故の事例はあるのでしょうか。 

 

根本副課長  リチウムイオン電池等に起因すると思われる火災の発生状況でご

ざいますが、令和５年度に３件、６年度に１件発生しております。 

 

工藤会長   今とても身近な問題だと思います。 

周知徹底をお願いしたいと思います。 

 

飯野課長   いくつか補足をさせていただきたいと思います。 

       リチウムイオン電池等の拠点回収に関しては、こちらにご用意し
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たペール缶を市役所と市民会館を除く各交流センターに設置いたし

まして、この中に入れていただくこととしております。 

また、国からの通知に関しましては、このように収集をしなさい

といった方法は一切示されておりません。収集に要する費用や収集

した物の処分方法についても一切触れられていないというのが実情

でございます。 

       拠点回収の周知についてでございますが、こちらの広報紙を発行

させていただきました。このように分別をしてくださいというご案

内をしております。 

それから先ほど大橋副会長からご質問のございました有料化の件

でございますが、この分野では高名な大学教授の話では、排出量は

減っていくんだということで説明されてはおりますが、本市が有料

化を実施してからかなり時間が経過しておりますので、数値的なも

のはすぐにお示しできないということでご理解をお願いいたします。 

また、都内でもごみ袋を有料化していくということで動きが出て

おりますが、それは財政面での理由が大きく、今後も有料化の流れ

は進んでいくものと思われます。 

これだけ物価も上昇しておりますので、袋の製造コスト、それか

ら収集等に要する費用、そういったものをどうしてもお願いしてい

く自治体が増えてきております。 

本市が値上げをすると言っているわけではありませんので、その

点は誤解のないようご留意願います。 

 

石田関係人  先ほどの食品ロスの件に関して、追加でご説明をさせていただき

たいと思います。 

食品ロスに関しましては、あくまでも可食部のみでございます。

可食部に対する過剰除去というような意味合いでご理解をいただき

たいと思います。 

不可食部に関しては、食品ロスの対象とはなっておりません。 

 

工藤会長   他にご質問、ご意見等はございませんでしょうか。 

この骨子案そのものでなくても、廃棄物処理について日ごろ疑問

に思っていることですとか、こうして欲しいといったことがあれば、

ご意見をいただきたいと思いますがいかがでしょうか。 

 

大橋副会長  古紙なんですけれども、新聞、雑誌、段ボール、牛乳パック、辞

書等、全ての紙製品の資源回収を行っているということでよろしい
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でしょうか。 

 

根本副課長  ごみステーションや資源回収自治会事業において回収を実施して

おります。 

 

大橋副会長  辞書や牛乳パックも回収対象ということでよろしいでしょうか。 

 

根本副課長  そのとおりでございます。 

 

大橋副会長  プラスチック製品に関しては、燃せないごみで回収をしていると

いう状況でしょうか。 

 

根本副課長  ペットボトルに関しては資源ごみ、ペットボトル以外のプラスチ

ック製品は燃せるごみ又は燃せないごみとして回収をしております。 

 

工藤会長   他にご質問等はございますでしょうか。 

 

～ 発言者なし ～ 

 

工藤会長   ないようですので、議題（１）については以上で終了とさせてい

ただきます。 

環境技研コンサルタントの皆様、ご苦労様でした。 

 

（関係人退室） 

 

工藤会長   次に議題（２）のその他でございますが、初めに委員の皆様から

何かございますでしょうか。 

 

～ 発言者なし ～ 

 

工藤会長   では次に事務局から連絡等がありましたらお願いいたします。 

 

飯野課長   （令和７年８月７日に荏原環境プラント株式会社と締結した「廃

プラスチック等を使用した試験研究に関する協定」の内容につ

いて報告） 

 

工藤会長   ただいま事務局より説明がありましたが、質問等ございましたら



8 

 

お受けしたいと思いますが、いかがでしょうか。 

 

～ 発言者なし ～ 

 

工藤会長   他に事務局からございますでしょうか。 

 

根本副課長  次回審議会の開催日程でございますが、現在調整中であり、日程

が決まりましたらご連絡させていただきます。 

 

工藤会長   本日予定していた議案の審議は、全て終了いたしました。 

議事進行にご協力いただき、ありがとうございました。 

以上で、議長の任を解かせていただきます。 

 

（４）閉会 

   以上をもちまして、令和７年度第２回袖ケ浦市廃棄物減量等推進

審議会を閉会いたします。 

長時間にわたりご審議いただき、ありがとうございました。 



令和７年度第２回袖ケ浦市廃棄物減量等推進審議会 

 

 

 日 時：令和７年９月３０日（火）  

午後２時００分～ 

場 所：袖ケ浦クリーンセンター 

２階研修室 

 

 

次  第 

 

１ 開  会 

 

２ 会長挨拶 

 

３ 議  事 

  議題（１）袖ケ浦市一般廃棄物処理基本計画の見直しについて 

  議題（２）その他 

 

４ 閉  会 

 



議題（１）資料 
 

1 
 

袖ケ浦市一般廃棄物処理基本計画 計画の構成及び主な記載事項（骨子案） 

◇現計画からの主な変更点とポイント 

 最新の計画・法令等の反映   → プラスチック使用製品、食品ロス、リチウムイオン電池関連 

 「袖ケ浦市食品ロス削減推進計画」の策定 → 今回新たに食品ロス削減推進計画を策定し、一般廃棄物処理基本計画に含める（章として独立して掲載） 

 最新実績の整理（令和２～６年度） → 人口、ごみ収集量、ごみ処理処分量、生活排水処理形態別人口、し尿・浄化槽汚泥量、一般廃棄物処理経費について取りまとめ 

 将来予測     → 既存施策の効果、リサイクルの実態及び令和７年６月に実施した「プラスチックリサイクルモデル実証事業」の結果を反映し作成 

 施策     → 施策体系及び具体的取組項目の見直し 

 

◇本計画の構成 

項目名 内容及び現計画との比較 

第１章 計画の基本事項 

 １．計画改定の趣旨 

 

 ２．計画の位置付け 

 

 

 

 

 

 

 

 ３．計画期間 

 

 

 

 

 ４．計画の範囲 

 

 

 ５．計画の対象とする廃棄物 

 

 

 計画改定の趣旨について記載します。 

 

 関連法令・条例、上位計画等に対する本計画の位置付けについ

て記載します。 

· 食品ロスの削減の推進に関する法律、プラスチックに係る

資源循環の促進等に関する法律 

· 第六次環境基本計画、第五次循環型社会形成推進基本計画、  

廃棄物処理法に基づく基本方針、廃棄物処理施設整備計画 

· 第 10 次千葉県廃棄物処理計画 

 

 計画期間について記載します。 

  計画初年度：令和８年度（2026 年度） 

  中間目標年度：令和13年度（2031 年度） 

  計画目標年度：令和19年度（2037 年度） 

 

 計画の対象区域が本市の行政区域内全域であることを記載しま

す。 

 

 廃棄物の分類を示し、そのうち一般廃棄物を本計画の対象とす

ることについて記載します。 

 

 

 

 

 

記載された数値は端数処理のため、合計値等が一致しない場合があります。 

図 本計画の位置付け（○：法令又は条例 ◇計画又は方針） 
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第２章 一般廃棄物処理を 

    取り巻く環境 

 １．本市の自然環境 

 

 ２．本市の社会環境 

 

 

 

 本市の位置及び地勢、気象について記載します。 

 

 本市の人口、土地利用、産業の動向について記載します。 

 

第３章 ごみ処理基本計画 

 １．ごみ処理の現状 

 

 

 

 ２．ごみ処理の実績 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ごみの処理形態（処理フロー、分別及び排出方法）、収集運搬、 

中間処理、最終処分に関し、現状及び関連施設について記載しま

す。 

 

 ごみ量、ごみの性状（ごみ質分析結果）、ごみ処理経費について 

記載します。 

· ごみ総排出量は全体的に減少傾向にあります。 

· 家庭系ごみは、事業系ごみの３倍程度多く排出されていま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 本市のごみ処理フロー（令和６年度現在） 

し尿・浄化槽汚泥 収集ごみ 直接搬入ごみ 資源回収

民間中継施設
（積替）

袖ケ浦クリーンセンター：CC

自治会回収 団体回収

資源化

し尿 浄化槽汚泥 家庭系 事業系 家庭系 事業系

し尿積み替え施設
（前処理・積替）

ごみ処理施設
（積替）

粗大ごみ処理施設
（選別）

し尿・浄化槽汚泥 燃せるごみ 燃せるごみ以外

かずさクリーンシステム：KCS
（溶融）

一般廃棄物
最終処分場
（埋立）

袖ケ浦市
下水道終末処理場
（下水処理）
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図 ごみ総排出量及び１人１日当たりごみ総排出量 
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· かずさクリーンシステム（ＫＣＳ）において溶融処理するごみ量は減少傾向にあります。 

· 資源回収量について、自治会回収は団体回収の２倍以上の回収量となっています。一方、令和３年度以降は減少傾向が継続しています。 

· 施設別資源化量について、 

○ クリーンセンター資源化量（自治会回収分を除く※１）及びＫＣＳ資源化量※２は全体的に減少傾向となっています。 

○ 以上から、資源化量全体としては令和５年度まで減少し、令和６年度は横ばいとなっています。一方で、ごみ総排出量の削減が進んでいること

から、リサイクル率としては令和４年度以降横ばい傾向となっています。 
※１ 自治会回収のうち、ガラスびんと PET ボトルは CC に搬入され選別・資源化されますが、資源回収量に含めるため、CC 資源化量からは除いています。 

※２ ＫＣＳにおいて処理された後の溶融残渣のうち、溶融スラグ及びメタルが資源化されているため、この合計値をＫＣＳ資源化量としています。 

· 最終処分量は増減を繰り返しています。最終処分率※は低い水準で推移しています。 
※ ごみ総排出量に対する最終処分量の割合です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 ＫＣＳ処理量（燃せるごみ、クリーンセンター選別後可燃残渣の合計） 
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 ３．ごみ処理の評価 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ４．ごみ処理の課題 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 市町村一般廃棄物処理システム評価支援ツール（環境省）を用いた類似市町村

との比較、現計画の目標の達成状況及び評価、各施策の実施状況について記載

します。 

· 類似自治体と比較して、 

○ 「人口一人一日当たりごみ総排出量」及び「人口一人当たり年間処理経

費」は平均値をわずかに下回ります。 

○ 「廃棄物からの資源回収率」は平均値を上回ります。 

○ 「廃棄物のうち最終処分される割合」は平均値を大きく上回ります。 

○ 「最終処分減量に要する費用」は平均値と同程度です。 

 

 

 ごみ処理の課題について記載します。ごみ処理実績及び社会背景を踏まえたご

み処理の課題は次のとおりです。 

· 食品ロスの削減を含め、燃せるごみの減量化を更に促進する必要がありま

す。 

· 資源物の軽量化等の現状を見定め、リサイクルを適切に推進する必要があ

ります。 

○ 資源回収において 76～78％を占める古紙のなかで、33～36％を新聞・雑

誌が占めています。新聞・雑誌は購読件数の減少や電子版の普及が進行

しており、資源回収量の減少が予想されます。 

○ ガラスびんについても軽量化による回収量の減少が予想されます。 

· ごみの適正な処理体制を維持し、ソフト面・ハード面ともに安定した衛生サ

ービスを提供する必要があります。具体的には以下が挙げられます。 

○ 家庭系ごみ処理手数料の見直し 

○ 事業系ごみ処理手数料の見直し 

○ 収集運搬体制（ルート、頻度）の最適化 

○ 第２期君津地域広域廃棄物処理事業における施設整備 

○ 既存施設の適切な整備（プラスチック使用製品リサイクルへの対応を含

む） 

○ 最終処分場の確保、市保有最終処分場の管理等 

· ごみの減量化・資源化の目標実現のため、市民 ・地域・事業者・行政の四者

協働を推進する必要があります。 

· 廃棄物処理法を遵守し、不法投棄・不適正処理を防止する必要があります。 

 

 

 

 

 

図 品目別資源回収量の推移 
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図 ごみ処理実績の類似自治体との比較結果 
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資料：一般廃棄物処理事業実態調査結果（令和5年度実績）

各指標値に基づき算出された指数値（平均を 100 とする）による 

レーダーチャートであり、外側ほど良い値であることを示しています。 
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 ５．ごみ処理の基本方針 

 

 

 

 

 ６．ごみ処理基本計画の施策 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 ごみ処理の基本方針について記載します。基本方針は、現計画において網羅的に位置付けられているため、変更しないこととします。 

· 基本方針１：市民・地域・事業者・行政の協働による循環型社会づくりの推進 

· 基本方針２：３Ｒ型ライフスタイルの推進 

· 基本方針３：廃棄物の適正な循環利用と不法投棄・不適正処理対策の強化 

 

 ごみ処理基本計画の施策を、下表のとおり見直します。既存施策の名称は、これまでの取組の実態に合わせて一部変更しています。 

 施策個別の取組目標が設定されているものについては、直近の実績を整理し検討しています。 

 

現計画 

 

改定計画 

計画項目 具体的な取組 施策の分類 具体的な取組 

ごみ排出抑制計画 

№１ ごみ減量化・資源化教育、普及啓発の充実 

排出に 

係る施策 

№１ 参加型のごみ減量化・資源化対策の推進 

№２ 生ごみの排出抑制 №２ ☆生ごみ肥料化容器等の普及促進 

№３ 剪定枝の排出抑制 №３ 剪定枝の自家利用の促進 

№４ 家庭系ごみ処理手数料の見直し №４ 家庭系ごみ処理手数料の見直し 

№５ 事業系ごみ処理手数料の見直し №５ 事業系ごみ処理手数料の見直し 

№６ ごみ収集日の見直し №６ ごみ収集日の見直し 

№７ 一般廃棄物排出事業者への減量化・資源化指導徹底 №７ 事業系ごみの減量化・資源化の指導及び周知啓発 

№８ ごみガイドブックの作成 №８ ごみガイドブックの作成及び配布・配信 

№９ ごみ出しルール遵守の指導 №９ ごみ出しルール遵守の支援 

№10 環境学習などによる啓発 №10 ☆新たなごみ問題の周知啓発 

№11 食品ロス削減についての啓発 №11 「私にもできる、ごみ減量化・資源化！」リーフレットの配布 

№12 私にもできる、ごみ減量化・資源化のリーフレット作成 №12 【新規】☆ごみ減量化・資源化協力店制度の推進 

ごみ分別排出計画 

№13 住民団体による集団回収の促進 №13 【新規】☆３きり運動の周知啓発及び推進 

№14 小型家電リサイクルの推進 №14 【新規】☆３０１０運動の周知啓発及び推進 

№15 容器包装プラスチックリサイクルの検討 №15 【新規】☆フードドライブの周知啓発及び推進 

№16 生ごみリサイクルの検討 №16 資源回収運動の促進 

№17 ごみカレンダーの配布 №17 小型家電リサイクルの推進 

ごみ収集・運搬計画 

№18 収集ルートの見直し №18 プラスチック使用製品のリサイクル導入に向けた検討 

№19 高齢者等ごみ出し支援サービスの調査検討 №19 ☆生ごみのバイオマス利活用の検討 

№20 ごみステーションの管理徹底 №20 ごみカレンダーの配布・配信 

№21 事業系ごみ搬入物検査の実施 №21 【新規】適正分別の周知徹底 

№22 資源物持ち去り行為対策 №22 高齢者等ごみ出し支援サービスの調査検討 

№23 事業系ごみのごみステーション混入対策 №23 ごみステーションの管理徹底 

ごみ中間処理計画 

№24 クリーンセンターにおける資源物回収 №24 事業系ごみのごみステーション混入対策 

№25 可燃ごみの資源化 №25 不法投棄の防止対策 

№26 剪定枝の資源化 №26 環境物品の使用及びグリーン購入の推進 

ごみ最終処分計画 

№27 最終処分場の確保 収集運搬に 

係る施策 

№27 収集ルートの見直し 

№28 市保有最終処分場の管理継続 №28 資源物持ち去り行為対策 

№29 市保有最終処分場の拡張検討 

中間処理に 

係る施策 

№29 クリーンセンターにおける資源物回収 

ごみ処理施設整備計画 

№30 次期広域廃棄物処理施設の整備検討 №30 溶融残渣の資源化 

№31 資源物選別・一時保管施設の整備検討 №31 事業系ごみ搬入物検査の実施 

№32 既存施設の整備方針の検討 №32 剪定枝及び刈草の資源化 

その他ごみ処理に 

関する計画 

№33 災害廃棄物処理計画の策定 №33 次期広域廃棄物処理施設の整備 

№34 適正処理困難物への対応 №34 既存施設の適正な整備の推進 

№35 不法投棄の防止対策 №35 適正処理困難物への対応 

№36 環境物品の使用及びグリーン購入の推進 
最終処分に 

係る施策 

№36 最終処分場の確保 

   №37 市保有最終処分場の管理継続 

   №38 市保有最終処分場の拡張検討 

 

表 現計画と改定計画の施策体系の比較 （赤字部分は名称の変更点 ☆は食品ロス削減推進計画の施策としても位置付け） 
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 ７．ごみ処理基本計画の目標 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

 

 ８．ごみ処理の取組の 

   進展に向けた役割 

  

 

 施策体系の変更箇所（主要なもののみ） 

· 施策の区分けに係る名称「計画項目」を「施策の分類」に変更し、ごみの処理フローにしたがって再分類しました。 

· 現計画№11「食品ロス削減についての啓発」は、食品ロス削減推進計画の策定を踏まえ、改定計画№13「３きり運動※１の周知啓発及び推進」、№14   

「３０１０運動※２の周知啓発及び推進」、№15「フードドライブ※３の周知啓発及び推進」に具体化・細分化しました。 
※１ ３きり運動：食材の「使いきり」、料理の「食べきり」、生ごみの「水きり」を総称した、生ごみ減量化の運動です。 

※２ ３０１０運動：環境省が呼び掛けている、「宴会の開始後３０分と終了前１０分は自席で食事を楽しむ」という事業系食品ロス対策の国民運動です。 

※３ フードドライブ：余った食品を必要な人に提供する取組です。これを行う拠点や団体が「フードバンク」です。 

 

· 現計画№15 「容器包装プラスチックリサイクルの検討」は、施策の対象に製品プラスチックを含めること及び実証実験の進捗状況を踏まえ、改定計

画№18「プラスチック使用製品のリサイクル導入に向けた検討」としました。 

· 現計画№31 「資源物選別・一時保管施設の整備検討」及び№32 「既存施設の整備方針の検討」は、改定計画№34 「既存施設の適正な整備の推進」と

して統合しました。 

· 現計画№33 「災害廃棄物処理計画の策定」は、策定が完了しており、当該計画内において運用する段階に入っていることから、改定計画からは除外

しました。 

· 改定計画№12 「ごみ減量化・資源化協力店制度の推進」は、平成７年 10 月から施行されている制度ですが、今回施策として改めて位置付けました。 

· 改定計画№21 「適正分別の周知徹底」は、リチウムイオン電池による火災、収集できない品目のごみステーションへの残置、ごみ収集時におけるマ

イクロビーズクッションの破裂といった問題を念頭に、適正分別を呼び掛ける取組を新たに位置付けるものです。 

 

 ごみ処理基本計画の目標値は、現計画において位置付けられた指標を踏まえ、下表に示す例のように検討しています。 

 

 

項 目 単 位 

実 績 現状推移時における将来予測 目 標 値 

令和６年度 

（2024 年度） 

令和 13 年度 

（2031 年度） 

令和 19 年度 

（2037 年度） 

令和 13 年度 

（2031 年度） 

令和 19 年度 

（2037 年度） 

１人１日当たりごみ総排出量 g/人日 841 818 819 810 804 

１人１日当たりごみ排出量 

（資源回収量を除く） 
g/人日 774 755 756 747 740 

リサイクル率 ％ 24.9 24.5 24.4 25.6 26.3 

最終処分量 t/年 668 657 650 641 622 

３Ｒに取り組んでいる市民の割合※ ％ 75.0 － － 80 

※市民意識調査、まちづくりアンケートによって把握します。 

 

 

 ごみ処理の取組の進展に向けた、市民・地域・事業者・行政それぞれの役割について記載します。 

 

表 ごみ処理基本計画の目標値（案） 
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第４章 食品ロス削減推進計画 

 １．食品ロスの現状 
  

  

 

 ２．食品ロスの課題 

 

 

 

 

 

 ３．食品ロス削減の基本方針 

 

 

 

 

 ４．食品ロス削減推進計画の施策 

 

 

 

 

 

 ５．食品ロス削減推進計画の目標 

 

 

  

  

  

  

  

  

 

  

 

 

 ６．食品ロス削減の取組の 

   進展に向けた役割 

 

 

 

 

 食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律、食品ロスの削減の推進に関する法律、食品ロスの種類※について記載します。 
※食品や食材を手付かずで廃棄する「直接廃棄（手付かず食品）」、料理等の「食べ残し」、調理時に皮を厚く剥きすぎるなどによる「過剰除去」があります。 

 一般的に、大都市と農村部では食べ残しが多くなると言われています。本市では、直接廃棄と食べ残しを中心とした対策が重要と考えています。 

 

 食品ロスの課題について記載します。想定される課題は次のとおりです。 

· 家庭の買い物や小売店等の在庫管理等において、直接廃棄を減らす取組が必要です。 

· 自宅での食事の際や外食利用時において、食べ残しを減らす取組が必要です。 

· やむを得ず発生してしまった食品ロスに対し、生ごみ肥料化容器等を積極的に使用することが必要です。 

· 食品ロス削減の目標実現のため、市民・事業者・行政の三者協働を推進する必要があります。 

 

 食品ロス削減の基本方針について記載します。食品ロス削減の取組においては、他のごみよりも三者協働の重要性が大きいことから、ごみ処理基本計画

の基本方針１と２のキーワード（協働、ライフスタイル）を使用し、以下の案の要領で設定することを検討しています。 

· 基本方針１（案）：市民・事業者・行政の協働による食品ロス削減の推進 

· 基本方針２（案）：「もったいない」ライフスタイルの推進 

 

 食品ロス削減推進計画の施策は、右表のとおりとします。食品ロスの削減は、燃せる

ごみの削減と一体的であることから、ごみ処理基本計画の該当する施策を再掲し、食

品ロス削減推進計画の施策として位置付けることとします。 

 

 

 

 食品ロス削減推進計画の目標値は、下表に示す例のとおり検討しています。 

 

 

項 目 単 位 

実 績 現状推移時における将来予測 目 標 値 

令和６年度 

（2024 年度） 

令和 13 年度 

（2031 年度） 

令和 19 年度 

（2037 年度） 

令和 13 年度 

（2031 年度） 

令和 19 年度 

（2037 年度） 

１人１日当たり 

家庭系食品ロス量 
g/人日 68.7 67.4 67.4 

60.6 

（R6 に対して▽11.7％） 

53.8 

（R6 に対して▽21.7％） 

事業系食品ロス量 t 267 264 262 
236 

（R6 に対して▽11.7％） 

209 

（R6 に対して▽21.7％） 

※食品ロス量の算出方法は、別紙に別記します。 

 

 

 

 食品ロス削減の取組の進展に向けた、市民・事業者・行政それぞれの役割について記載します。 

 

 

具体的な取組 

№２ 生ごみ肥料化容器等の普及促進 

№10 新たなごみ問題の周知啓発 

№12 ごみ減量化・資源化協力店制度の推進 

№13 ３きり運動の周知啓発及び推進 

№14 ３０１０運動の周知啓発及び推進 

№15 フードドライブの周知啓発及び推進 

№19 生ごみのバイオマス利活用の検討 

表 食品ロス削減推進計画の施策（ごみ処理基本計画の施策より再掲） 

表 食品ロス削減推進計画の目標値（案） 
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第５章 生活排水処理基本計画 

 １．生活排水処理の現状 

 

 

 ２．生活排水の処理形態 

 

 

 ３．生活排水の処理実績 

 

 

 

 

 ４．生活排水処理の評価 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 処理形態別人口の推移について記載します。 

 

 

 生活排水の処理フロー、収集運搬、中間処理、最終処分に関し、  

現状及び関連施設について記載します。 

 

 し尿量及び浄化槽汚泥量の推移、処理費用の推移について記載しま

す。 

 し尿量は減少傾向、浄化槽汚泥量は増加傾向を示しており、全体と

しては増減を繰り返しています。 

 

 生活排水処理率※を指標として、本市における生活排水処理を評価

します。 
※計画処理区域内人口に対して、「コミュニティープラント」「合併処理浄化槽」「公

共下水道」「農業集落排水施設」のいずれかを利用し、生活雑排水を処理している

人口の割合を示します。すなわち、「し尿汲み取り」「単独処理浄化槽」を除いた

割合となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 生活排水処理量の推移 
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図 本市、県及び国の生活排水処理率（令和５年度） 

図 本市の生活排水処理フロー（令和６年度現在） 
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 ５．生活排水処理の課題 

 

 

 

 

 

 

 ６．生活排水処理の基本方針 

 

 

 

 

 

 

 ７．生活排水処理計画の施策 

 

 

 ８．生活排水処理の取組の 

   進展に向けた役割 

 

 

 

 生活排水処理の課題について記載します。生活排水処理実績及び社会背景を踏まえた生活排水処理の課題は次のとおりです。 

· 市内で稼働している各施設の特性を生かして効率的かつ計画的に維持管理を行うとともに、合併処理浄化槽への転換を推進する必要があります。 

· 廃食用油や食べ残しの直接排水、洗濯洗剤の過剰使用を抑制するため、市民・事業者に対して分かりやすく、実践しやすい情報の提供や啓発を推進

する必要があります。 

· 浄化槽の適切な維持管理を促す啓発を行い、浄化槽の機能低下を避ける必要があります。 

· 袖ケ浦クリーンセンター内のし尿等積み替え施設について、今後の維持管理の方法や施設のあり方について検討する必要があります。 

 

 生活排水処理の基本方針について記載します。現計画において、教育・普及啓発の施策が重点的に位置付けられていることや、適正な生活排水処理が水

質保全につながることを踏まえ、現行の３つの基本方針に１つ追加します。 

· 基本方針１：合併処理浄化槽への転換促進 

· 基本方針２：浄化槽の適正管理の推進 

· 基本方針３：し尿・浄化槽汚泥の適正処理 

· 基本方針４：水質保全の意識向上 

 

 生活排水処理計画の施策は、右表のとおり見直します。計画項目又は施策の分類、施策

個別の取組目標については、検討中です。 

 

 

 生活排水処理の取組の進展に向けた、市民・事業者・行政それぞれの役割について記載

します。 

 

具体的な取組 

№１ 生活排水抑制の教育、普及啓発の充実 

№２ 廃食用油・生ごみの適正処理 

№３ 洗濯排水・風呂の残り湯対策 

№４ 合併処理浄化槽への転換促進 

№５ 高度処理型合併処理浄化槽の普及促進 

№６ 浄化槽適正管理の指導強化 

(３)-１ 収集運搬計画 

(３)-２ 中間処理計画 

(３)-３ 最終処分計画 

№７ 生活排水処理機能の維持 

第６章 計画の進行管理 

 

 本計画の進行を管理する、ＰＤＣＡサイクルについて図示します。 

 
 

 

資料編 

 

 必要に応じ、将来予測の作成方法、ごみ排出・処理実績及び将来予測の詳細表を掲載します。 

 

 

目標を定めた計画を
策定します。

市民・地域・事業者
・行政のパートナー
シップにより、計画
を推進します。

取り組み内容につい
て指標等と比較し評
価を行い、その内容
を公表します。

達成状況の評価や諸
条件の変動などを踏
まえた計画の見直し
を行います。

計画
（Plan）

実行
（Do）

評価
（Check）

改善
（Action）

表 生活排水処理計画の施策 

図 ＰＤＣＡサイクルの概念図 










